
2    0    2　1

VOL.60

「坊主ケ滝（ぼうずがたき）」「坊主ケ滝（ぼうずがたき）」

賛助会員を募集しています。賛助会員を募集しています。

　反社会的勢力からの不当要求への対
応について、具体的な要求から対応まで
を短いドラマで暴排の知識を身につけ
る内容となっています。４話構成となっ
ていますので、研修の時間に合わせてご
活用いただけます。

　金山登山道の入口にあたり、不動滝とも通天滝
または紅葉の滝とも言われ、かつては僧侶の修行
の場であったということです。
　水の勢いが強く、高さ１５メートル、幅約６メート
ルあって深い渕をなしており、増水したときには遠
方からも望むことができるそうです。

福岡市早良区
坊 主ケ滝（ぼうずがたき）

表紙：
滝シリーズ

「不当要求防止責任者講習会」を
ご存知ですか？

受講の手続き

●暴力団等からの不当要求対応要領
●不当要求の事例
●暴力団の情勢等の講話、暴力団対策ビデオの上映
などの講習（約3時間）を実施しています。

不当要求防止責任者講習のご案内

　事業所を暴力団等から守るための講習会です。
　暴力団対策法に規定する「不当要求防止責任者
（暴排責任者）制度」として行われるもので、

※詳細は、福岡県警察組織犯罪対策課 TEL092-641-4141（内線4576） （公財）福岡県暴力追放運動推進センター TEL092-651-8938

事業所で責任者を選任のうえ、「選任届書」を所在地を管
轄する警察署に提出して下さい。後日県警本部組織犯罪
対策課から講習会の案内通知が届きます。（費用は一切か
かりません。）

●不当要求対応要領など不当要求防止の教材を無料で受
領できます。

●「受講修了書」「責任者講習受講事務所」のステッカーを
無料で受領できます。

●不当要求に対する正しい対応要領を学ぶことで会社と
従業員を守ることができます。

受講のメリット

暴力団排除ＤＶＤの紹介
暴排のシナリオ 
～ヤツらがあなたを狙ってる！～

　暴力団の壊滅については、今や県を挙げて取り組んでいるところであります。
　そのためには警察の取締りはもちろんでありますが、それと併せ、暴力団の社会的寄生基盤で
ある地域・職域から、暴力団を追放するという暴力団排除活動とが相まってこそ可能となります。
　また、暴力団排除条例により暴力団に対する利益供与は禁止されており、交際が明らかになれ
ば、企業のダメージは大きなものとなります。当センターは、このような地域・職域からの暴力団
追放運動を目的とした活動を行っており、御賛同いただける会員の募集を行っております。

（公財）福岡県暴力追放運動推進センターの賛助会員とは

入会について

1

2

入会手続

特　　典

年 会 費

詳しくは福岡県暴追センターまでご連絡下さい。「入会申込書」をお送りします。

企業・団体～1口3万円、個人～1口5千円
（口数の制限はありません。会費は税法上の優遇措置があります。）

会員の方には、福岡県暴追センター発行の「暴力追放賛助会員の証」、機関紙「県民の絆」、ポスター
等民暴対策資料を提供いたします。

賛助会員に対する「暴力団排除セミナー」を開催しています。
同セミナーでは、現在の暴力団情勢や民事介入暴力に対する対応要領
に関する講習等を行います。
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　暴力団対策部長の國本でございます。
　県民の皆様方におかれましては、平素から暴力団排除活動をはじめ、警察業務各般
に亘り、深い御理解と力強い御協力を賜っておりますことに対し、心からお礼申し上げ
ます。
　さて、本県の暴力団情勢でありますが、昨年中は北九州地区を拠点とする特定危険
指定暴力団五代目工藤會傘下組織の組長をはじめとした暴力団構成員１５２人を検挙
するなど、暴力団の組織基盤に打撃を与える取締りを行った結果、県内の暴力団勢力
は７年連続で過去最少を記録しております。
　とりわけ、工藤會に関しましては、本年１月、工藤會最高幹部等に対し極刑等が求刑
されましたが、来る８月２４日には第一審判決が予定されております。
　県警察では、本年を工藤會対策の帰趨を決する重要な年と位置付け、取締りと暴力
団排除施策をより一層推進し、壊滅に向けて、各種対策を強力に取り組んでまいりま
す。
　一方で、分裂した六代目山口組と神戸山口組による対立抗争事件の発生が懸念され
るなど、予断を許さない状況にあります。
　県警察といたしましては、県北の工藤會対策をはじめ、県南においては筑後地区暴
力団集中取締本部による道仁会・浪川会への取締りを強化するとともに、山口組の抗
争に対しては、不穏動向の把握と先制的な取締りを徹底するなど、県下全域において、
隙のない暴力団対策を断行してまいります。
　暴力団を壊滅するためには、社会全体での暴力団排除活動の取組が不可欠であり、
その中核を担う（公財）福岡県暴力追放運動推進センターや地域・職域における暴力
団排除組織の皆様方の一層のお力添えをお願い申し上げます。
　結びに、皆様方の御多幸と御活躍を祈念申し上げ、私からの御挨拶といたします。

福岡県警察本部

暴力団対策部長 國本 正春

御 挨 拶
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令和2年度の活動状況令和2年度の活動状況

　令和２年１１月６日、博多サンヒルズホテルにおいて、
「第２９回暴力追放福岡県民大会」の表彰式を行いま
した。大会については、福岡県暴力追放運動センター
理事長の挨拶と表彰式の動画をインターネット配信する
ことにより開催することとしました。

●第２9回暴力追放福岡県民大会
　の開催

広報啓発活動

　・久留米市に所在する指定暴力団道仁会系の組事務所については、令和３年２月５日に事務所使用禁止の判決を
得ました。
　・大牟田市に所在する指定暴力団浪川会の本部事務所については、令和２年１１月に裁判所において事務所の使
用禁止等の仮処分命令が決定し、保全執行がなされました。翌月、代理訴訟の弁護団は、裁判所に対して使用
禁止請求の訴状を提出しました。今後も、撤去活動の推進に努めます。

●暴力団事務所撤去に向けた代理訴訟の実施

　地域、職域において暴力団排除活動を実施している自治体や企業等に対して資機材の貸与や啓発資料等の提供な
ど広範な支援活動を行いました。

●民間企業等の活動に対する支援

暴力団事務所撤去活動

　暴力団からの離脱・就労支援活動については、企業に対する給付金や見舞金の支払いといった活動を行いました。
　昨年度中は、７名が就労に至り、多くの者が現在も仕事を続けています。　

暴力団からの離脱・就労支援活動

　日常の相談対応活動に加え、令和２年１０月１７日に、当センター、警察、弁護士会の三者共催による暴力団被害
集中相談窓口を開設しました。また、毎月第１、第３水曜日に「民暴特別相談日」を開設し、民事介入暴力担当弁
護士と連携して、相談者の不安の解消に努めました。

暴力追放相談活動

　県警少年課と連携し、「背後に暴力団が暗躍する特殊詐欺に少年が加担しないように呼びかけるポスター等の作
成、配布」など、積極的な少年指導活動の推進に努めました。

少年の指導

　昨年度中は、１５回実施し、６４１事業者が受講しました。
不当要求防止責任者講習

　（公財）モーターボート競争保安協会、（公財）競馬保安協
会、日本証券業協会の関係者から書面により情報提供を受
け、センターで集約しフィードバックすることで、各機関の連携
強化と事業継続に努めました。

不当要求情報管理機関連絡会議

各種研修会等の実施

事 業 報 告

昨年度の主な活動内容をご紹介します。

事 業 報 告

　会報「県民の絆」等各種広報資料を作成し、県民
の暴力団排除に関する知識の普及と暴力団排除意識の
啓発に努めました。また、各地で開催される暴追イベ
ントに参加し、暴力団排除の重要性等について講演し
ました。

●暴力団排除意識の啓発、高揚

　暴力団のない安全・安心な福岡県の実現に向けた
広報活動として、福岡県知事、福岡県議会議長、福
岡県警察本部長、福岡県暴力追放運動推進センター
理事長によるリレーメッセージの動画を撮影し、県内の
様 な々広報媒体を利用してメッセージを発信しました。

●暴力団追放リレーメッセージの
　配信
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　民事介入暴力その他の犯罪により生命・身体に被害を受けた場合、被害者やその
遺族は、加害者の刑事裁判に直接関与することはできるのでしょうか。Ｑ

A １　はじめに
　刑事訴訟法やいわゆる犯罪被害者保護法において、被害者及びその遺族が、主体的に刑
事手続に参加でき、また、迅速に被害回復を図ることができる制度があります。

２　被害者参加制度について
　殺人罪や傷害罪等の一定の重大事件の被害者やその遺族等で、裁判所より、手続への参
加を許された者又はこれらの者から委託を受けた弁護士（以下「被害者参加人等」といい
ます）は、当該事件の公判期日へ出席することが可能です。その際、暴力団事件において
は、暴力団等の被告人の関係者が多数傍聴に来る可能性もあるため、威迫を防ぐ観点か
ら、被告人や傍聴人との遮蔽措置を講じることも可能です。
　また、被害者参加人等は、検察官に申し出ることにより、証人や被告人に対し、公判期日
において、直接質問することも可能です。ただし、証人に対しては、被告人の反省の程度等
の情状に関する事項に限られます。
　さらに、被害者参加人等は、検察官に申し出ることにより、公判期日において、検察官の
論告・求刑と同様の最終的な意見陳述を行うことも可能です。
　このような制度により、事件の被害者や遺族等は、犯人の刑事事件に一定の関与を行う
ことができ、かつ、事件の帰趨をより良く知ることが可能となっています。

３　損害賠償命令制度について
　損害賠償命令制度とは、刑事事件の対象となった犯罪事実を原因とする不法行為に基
づく損害賠償請求について、当該刑事事件を担当した裁判所が、刑事事件の成果を利用し
て、被告人に賠償を命じる制度です。殺人罪や傷害罪等の一定の故意犯が対象事件となっ
ています。
　損害賠償命令制度は、被告人の責任が明らかな場合に迅速に債務名義を取得させる制
度であり（これにより、被告人の財産への強制執行が可能となり、任意の弁済を促す契機
ともなります）、申立てに要する印紙も一律２０００円とされており、一般の民事訴訟よ
りも費用負担が軽減されています。
　刑事事件についての有罪の言渡しがあると、直ちに損害賠償命令の審理が開かれ、原則
として、４回以内の審理期日で終結するものとされています。

４　さいごに
　いずれの制度の利用についても、専門家である弁護士の支援を受けることが望ましい
と考えられます。弁護士費用の負担については、日本司法支援センター（法テラス）の利用
により軽減することも可能です。まずは、一人で悩まずに、弁護士や警察、福岡県暴力追放
運動推進センターなどに相談されることをお勧めします。

民暴弁護士による身近な
法律相談
●●●●●●●●●●●●●●●●●

〒810‒0001
福岡市中央区天神４丁目２番２０号
天神幸ビル３階

担当弁護士

河野　翔 弁護士
大野慶樹法律事務所

地域・職域の暴排活動紹介地域・職域の暴排活動紹介令和3年
上半期

●福岡県弁護士会民事介入暴力対策委員会研修
●西日本政経懇話会北九州例会
●西日本政経懇話会大牟田例会
●綜合警備保障社内研修
●福岡県警暴排先生教養

1月26日
2月18日
3月25日
3月30日
4月2日

●西日本政経懇話会筑豊例会
●福岡銀行協会研修

4月15日
4月20日

１）組織数　約130組織　　
２）暴力団構成員等の概数

令和2年１２月末における福岡県の暴力団勢力

※１ 本表における暴力団構成員等の数は概数であるため、各項目の和が「計」又は「合計」と必ずしも一致しない。
※２ （ ）内は、県外勢力を含んだ人数を表す。
※３ 増減は、前年１２月末時点の暴力団構成員等と比較したものである。
※４ 「準構成員等」については、平成23年以前は「準構成員」と呼称していた。

五代目工藤會

暴力団構成員 準構成員等 計 構成比

福
岡
県
指
定
五
団
体

220
（27０）

-40
（-20）

210
（250）

-40
（-50）

430
（520）

-80
（-60） 28.1％

道　仁　会 200
（420）

-30
（-30）

170
（340）

+10
（-10）

370
（760）

-20
（-50） 24.2％

太　州　会 80 -10 50 ±0 130 -10 8.5％

四代目福博会 80
（90）

-10
（-10）

80
（90）

-10
（-10）

150
（180）

-20
（-20） 9.8％

浪　川　会 110
（190）

0
（±0）

50
（100）

±0
（-10）

160
（290）

-10
（-10） 10.5％

六 代 目 山 口 組 120 -20 100 ±0 220 -20 14.4％
神 戸 山 口 組 40 -10 20 ±0 60 -10 3.9％
そ の 他 10 ±0 0 ±0 10 ±0 0.6％
合　　　　　　計 860 -110 670 -50 1530 -160 100％
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